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新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ 

 

日本ビルファンド投資法人（以下「本投資法人」という。）は、平成 17 年 7 月 21 日開催の本投資法人役員会にお

いて、新投資口発行及び投資口売出しに関し決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．公募による新投資口発行（一般募集） 

(1) 発行新投資口数 58,000 口 

(2) 発行価額 未定 

（日本証券業協会の定める公正慣習規則第 14 号第 7 条の 2 に規定される方式により、

平成 17 年 8月 3日（水曜日）から平成 17 年 8月 5日（金曜日）までの間のいずれか

の日（以下「発行価格決定日」という。）に開催する役員会において決定する。） 

(3) 募集方法 一般募集とし、野村證券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社、大和証券エスエ

ムビーシー株式会社、新光証券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、みずほ

証券株式会社、三菱証券株式会社及びＵＢＳ証券会社（以下「引受人」と総称する。）

に全投資口を買取引受けさせる。 

なお、一般募集における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める公正慣習

規則第 14 号第 7条の 2に規定される方式により、発行価格決定日における株式会社東

京証券取引所の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90

～1.00 を乗じた価格（1 円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した

上で決定する。 

(4) 引受人の対価 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格（募集価

格）と引受人より本投資法人に払込まれる金額である発行価額との差額の総額を引受

人の手取金とする。 

(5) 申込単位 1 口以上 1口単位 

(6) 申込期間 平成 17 年 8月 8日（月曜日）から平成 17 年 8月 10 日（水曜日）まで。なお、需要状

況等を勘案した上で繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は、平成 17 年 8月

4日（木曜日）から平成 17 年 8月 8日（月曜日）までとなる。 

(7) 払込期日      平成 17 年 8月 12 日（金曜日）。なお、需要状況等を勘案した上で繰り上げることがあ

り、最も繰り上がった場合は平成 17 年 8 月 10 日（水曜日）となる。 

(8) 金銭の分配の起算日 平成 17 年 7月 1日（金曜日） 

(9) 発行価額、その他この新投資口発行に必要な事項は今後開催する役員会において決定する。 

(10) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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２．投資口の売出し（引受人の買取引受による売出し） 

(1) 売出人及び売出投資口数 野村ホールディングス株式会社（以下「売出人」という。） 5,000 口 

(2) 売出価格 未定 

（日本証券業協会の定める公正慣習規則第 14号第 7条の 2に規定される方式によ

り、発行価格決定日における株式会社東京証券取引所の終値（当日に終値のない

場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00 を乗じた価格（1 円未満端

数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で決定する。） 

なお、売出価格は、一般募集における発行価格（募集価格）と同一とする。 

(3) 売出方法 野村證券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社、大和証券エスエムビーシー

株式会社、新光証券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、みずほ証券株

式会社、三菱証券株式会社及びＵＢＳ証券会社（以下「売出しにおける引受人」

と総称する。）に全投資口を買取引受けさせた上で売出す。 

売出しにおける引受人の対価は、売出価格から売出しにおける引受人より売出人

に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。 

なお、引受価額は、一般募集における発行価額と同一とする。 

(4) 申込単位 1 口以上 1口単位 

(5) 申込期間        平成 17 年 8月 8日（月曜日）から平成 17 年 8 月 10 日（水曜日）まで。なお、需

要状況等を勘案した上で繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は、平成

17 年 8 月 4 日（木曜日）から平成 17 年 8 月 8 日（月曜日）までとなる。ただし、

一般募集における申込期間と同一とする。 

(6) 受渡期日 平成 17 年 8月 15 日（月曜日）。なお、需要状況等を勘案した上で繰り上げること

があり、最も繰り上がった場合は平成 17 年 8月 11 日（木曜日）となる。ただし、

一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

(7) 売出価格、その他この投資口の売出しに必要な事項は今後開催する役員会において決定する。 

(8) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

３．投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 

(1) 売出人及び売出投資口数 野村證券株式会社 4,000 口 

なお、売出投資口数は上限を示したものである。需要状況等により減少し、又は

オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。売

出投資口数は、需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日に開催する役員会に

おいて決定する。 

(2) 売出価格 未定（発行価格決定日に決定する。なお、売出価格は、一般募集における発行価

格（募集価格）と同一とする。） 

(3) 売出方法  一般募集及び引受人の買取引受による売出しに当たり、その需要状況等を勘案し

た上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社が本投資法人

の投資主である野村ホールディングス株式会社から 4,000 口を上限として借入れ

る本投資法人の投資証券（以下「本投資証券」という。）の売出しを行う。 

(4) 申込単位    1 口以上 1口単位 

(5) 申込期間    一般募集における申込期間と同一とする。 

(6) 受渡期日    一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

(7) 売出価格、その他この投資口の売出しに必要な事項は今後開催する役員会において決定する。 

(8) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 
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＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに当たり、その需要状

況等を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式会社（以下「主幹事会社」という。）

が本投資法人の投資主である野村ホールディングス株式会社から 4,000 口を上限として借入れる本投資証券の売

出し（オーバーアロットメントによる売出し）です。オーバーアロットメントによる売出しの売出投資口数は、

4,000 口を予定しておりますが、当該売出投資口数は上限の売出投資口数であり、需要状況等により減少し、又は

オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、主幹事会社は、一般募集及び引受人の買取引受によ

る売出しの対象となる本投資証券とは別に、4,000 口を上限として追加的に本投資証券を取得する権利（以下「グ

リーンシューオプション」という。）を野村ホールディングス株式会社から付与される予定です。グリーンシュー

オプションの行使期間は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し

の受渡期日に始まり、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申

込期間の終了する日の翌日から起算して 30 日目の日（30 日目の日が営業日でない場合はその前営業日）に終了す

る期間です。 

また、主幹事会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの

申込期間の終了する日の翌日から上記グリーンシューオプションの行使期間の最終日の 3 営業日前の日までの間

（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる売出しのために野村ホールデ

ィングス株式会社から借入れた本投資証券（以下「借入投資証券」という。）の返還を目的として、株式会社東京

証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る投資口数を上限（以下「上限投資口数」という。）

とする本投資証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。主幹事会社がシ

ンジケートカバー取引により買付けた全ての本投資証券は、借入投資証券の返還に充当されます。なお、シンジ

ケートカバー取引期間内において、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又は上限投資口

数に至らない投資口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

更に、主幹事会社は、一般募集、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しに

伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた本投資証券の全部又は一部を借入投

資証券の返還に充当することがあります。 

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返還に充当後の残余の借入投資証券は、

主幹事会社がグリーンシューオプションを行使することにより返還されます。 

 

２．今回の新投資口発行による発行済投資口数の推移 

現 在 の 発 行 済 投 資 口 数 364,700 口 

一般募集に係る新投資口発行による増加投資口数 58,000 口 

一般募集に係る新投資口発行後の発行済投資口総数 422,700 口 

 

 

３．発行の理由（調達資金の使途）等 

（1）発行の理由（発行調達資金の使途） 

手取金(56,086,000,000 円)については、本投資法人による新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関

する法律第 2条第 1項における意味を有する。）を取得するための資金及び借入金の返済等に充当します。 

（2）前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 

 



ご注意: この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を
目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届

出目論見書（並びに訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

 

 

４．投資主への利益分配等 

（1）利益分配に関する基本方針 

本投資法人の規約に定める金銭の分配の方針に従い利益分配等を行います。 

（2）過去 3計算期間の分配状況 

 平成 15 年 12 月期 平成 16 年 6月期 平成 16 年 12 月期

１口当たり分配金 14,582 円 15,185 円 17,291 円

 

５．その他 

（1） 売却･追加発行等の制限 

① 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である野村ホールディングス株式会社は、

主幹事会社との間で、一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関する元引受契約の調印日から一般募集及

び引受人の買取引受による売出しの受渡期日の 6 ヶ月後の応答日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による

同意なしには、その保有する本投資証券の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロット

メントによる売出しのために本投資証券を主幹事会社に貸し渡すこと並びに主幹事会社にグリーンシューオプシ

ョンを付与すること及びその権利行使により本投資証券を売却することを除きます。）を行わない旨合意していま

す。 

 

② 一般募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、本投資法人は、主幹事会社との間で、一般募集及

び引受人の買取引受による売出しに関する元引受契約の調印日から一般募集及び引受人の買取引受による売出し

の受渡期日の 3 ヶ月後の応答日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、本投資証券の追加

発行等（ただし、一般募集及び投資口分割による新投資口発行等を除きます。）を行わない旨合意しています。 

 

なお、上記①及び②のいずれの場合においても、主幹事会社である野村證券株式会社は、制限期間中にその裁

量で当該合意の内容の一部又は全部を解除する権利をそれぞれ有しています。 

 

（2） 過去 3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等 

①エクイティ・ファイナンスの状況 

年 月 日 発 行 額 発 行 後 出 資 総 額 摘 要 

平成13年9月8日 49,999,000 千円 148,899,000 千円 公 募 増 資 

平成16年7月14日 58,838,000 千円 207,737,000 千円 公 募 増 資 

平成16年8月11日 2,941,900 千円 210,678,900 千円 第三者割当 

 

②過去 3計算期間及び直前の投資口価格の推移 

 平成 16 年 6月期 平成 16 年 12 月期 平成 17 年 6月期 平成 17 年 12 月期

始 値 692,000 円 784,000 円 875,000 円 1,010,000 円

高 値 825,000 円 904,000 円 1,020,000 円 1,030,000 円

安 値 679,000 円 762,000 円 849,000 円 960,000 円

終 値 787,000 円 874,000 円 1,000,000 円 982,000 円

（注）平成 17 年 12 月期の投資口価格については、平成 17 年 7 月 20 日現在で表示しています。 

以 上 

 

＊ 本資料の配布先 ： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

 


